
 

 

 

                       ※詳細はお気軽にお問い合わせください 

           本別町役場 企画振興課 地方創生推進室  担当 小川・鈴木 

            

                       観光振興に係わる協力隊（２名） 

 

 

 

① 地域資源を活用した、地域観光振興への取り組み 

② 観光情報や魅力の把握、収集、町内外への情報発信 

③ 観光施設の新たなサービスや活用方法などの検討、実施 

④ 食を含めた地域産品の振興に係る企画、実施 

《協力隊共通活動》地域イベント、コミュニティ活動、その他各種まちづくり事業への参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年齢、性別は問いません 

・都市地域等に在住しており、採用後に本別町へ生活拠点を移し、住民票を異動できる方 

・心身ともに健康で、地域住民と協力しながら活動に取り組む意欲があり、誠実に職務を遂行できる方 

・コミュニケーション能力に自信があり、地域内外の関係者等と積極的に関われる方 

・普通自動車免許を有しており、実際に運転のできる方 

・パソコン操作の経験がある方（エクセル・ワード・メールなど） 

・地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項に該当しない方 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でない方 

※応募条件に当てはまらないことが判明した場合は、採用を取り消すことがあります 

 

 

 

【勤務地】  北海道本別町 

【勤務時間】 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（7 時間 45 分/1 日） 

【休日】   土日及び祝祭日・年末年始    ※時間の変動及び休日に勤務をする場合があります 

 

  

 

 

【雇用形態】 本別町の嘱託職員として任用します（本別町定数外臨時職員取扱規則に規定） 

【任用期間】 平成３０年７月 1 日～平成 3１年 3 月 31 日（1 年ごとの更新・最長任用開始から 3 年間） 

 ※地方公務員法が適用されるため、期間中は副業等への従事はできません 

  ただし町長が認めるもの、任期後の定着に必要なものは可能です 

賃 金 等 【給与】 月額 181,000 円（通勤手当・ボーナス・住居借上料（上限２万円）・赴任手当一律 10 万円支給） 

 

  

 

・健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険に加入 

・年次有給休暇、特別休暇（夏季休暇３日、子ども看護休暇など）、病気休暇、年末年始休暇 

・活動に必要な経費（消耗品・車両・旅費等）は、予算の範囲内で町が負担します 

 

 

  

応募者は、「履歴書」と別紙「本別町地域おこし協力隊申込書」に記載のうえ郵送にて応募して下さい      

※電話申込不可 提出書類は返却しません  

【受付期間】 平成３０年４月２日（月）～ ４月２３日（月）必着 

 

 

選 考 方 法 

（1）一次選考（書類選考） 

   書類選考のうえ、平成３０年４月３０日（月）までに選考結果を応募者全員に文書で通知します 

（2）二次選考（適正検査・面接） 

   一次選考合格者を対象に、本別町で面接を行います。面接日時等は別途お知らせします（５月中旬～下旬

予定） 

   ※会場までの交通費・宿泊費等は、応募者の負担になります 

本別町地域おこし協力隊 募集要項 

応募・問合せ 

応 募 資 格 

勤務地・勤務時間 

 雇用形態・期間 

待遇・福利厚生 

募 集 方 法 

〒089-3392 北海道中川郡本別町北 2 丁目 4 番地 1 

TEL：0156-22-8121（課直通）  FAX：0156-22-3237 

E-mail：tiikisk@town.honbetsu.hokkaido.jp 

本別町ＨＰ：http://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/ 

 

活 動 内 容 
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